
卒業期及び学年末・学年始めにおける児童生徒の指導について 

群馬県教育委員会  

 

卒業期及び学年末・学年始めは、児童生徒にとって学校生活のまとめや反省をするとともに、新たな抱

負や希望を抱く大切な時期です。 

 しかしながら、この時期は、進級、進学などに伴う不安や緊張感から、情緒的に不安定になるほか、心理

的な解放感から問題行動や事故等が発生しやすい傾向にあります。 

 各学校においては、下記の事項に配慮し、この時期の意義と過ごし方について十分に御指導いただくと

ともに、家庭や地域と連携を図りながら、問題行動や事故等の防止に万全を期すようお願いいたします。 

 また、一昨年度より、群馬県公立高等学校入学者選抜方法の変更に伴い、合格者発表から卒業式ま

で、５日間程度授業日となります※。生徒一人一人が学校生活を送りやすい環境づくりに配慮いただくとと

もに、授業についても、各校の実情に応じて工夫いただきますようお願いいたします。  

 
 

 

 

 

記 
 

《重点指導事項》     

１ 健全育成の推進     

  (1) 進級、進学、就職に関わる意義の理解と新年度の生活計画の立案  

  (2) 規則正しい生活習慣の確立とあいさつの励行 

(3) 感染症予防を含めた心身の健康の保持増進  

  (4) 家庭学習、部活動、読書等への計画的な取組 

  (5) 家庭内の役割分担と積極的な取組  
                                        

２ 安全指導の徹底     

  (1) 交通事故の防止と交通マナーの育成       

  (2) 家庭や地域と連携した日常生活における安全の確保  

(3) 屋外での遊びや外出等における事故の防止  

  (4) 部活動等における事故の防止及び登下校時における安全の確保  
 

３ 問題行動等の未然防止 

(1) 家出や無断外泊の防止、誘拐等の犯罪被害防止  

(2) スマートフォン・インターネット端末等によるトラブル・依存症・性犯罪等の防止 

(3) 深夜徘徊及び好ましくない遊技場等への出入りの防止   

(4) 飲酒・喫煙、薬物乱用の防止 

(5) 万引き・暴力行為等の防止 

(6) 暴走族等への加入の防止  
                              

４ 新しい学校生活に向けた支援 

  (1) 新しい環境における良好な人間関係づくり 

  (2) 長期欠席児童生徒への個別の支援・援助 

(3) 学年始めにおけるいじめや自殺等の未然防止 

※令和 7 年度の例 

 ・群馬県公立高等学校入学者選抜本検査合格発表   令和 8 年 ３月 4 日（水） 

                                             ↓ 授業日６日間 

 ・公立中学校卒業式                       令和 8 年 ３月１３日（金） 



【指導上の留意点】 

卒 

業 

期 

 

○進路や人間関係等に関する児童生徒の不安や悩みの早期発見のため、日

々の健康観察等を通した児童生徒理解に努めるとともに、必要に応じて

家庭への連絡を行うなど、家庭と連携した支援に努める。 

 

○卒業式をはじめとする関連行事を安全・安心な環境下で実施できるよう、

校内の指導体制を整えるとともに、地域や関係機関との連携を図る。  
 

 
学 
 
年 
 
末 

 

 

○一人一人のよさや成長を認めたり、自己の課題の自覚を促したりして、

新年度の学校生活への期待や目標をもてるようにする。 

 

○UniPath「ユニパス」（不登校）児童生徒について、当該児童生徒の心理

的な状態や取り巻く環境等を踏まえたうえで、電話連絡や家庭訪問を行

うなど、個々の状況に応じた支援に努める。 

 

○いじめや UniPath 等で、配慮を要する児童生徒については、校内や学校

間での情報共有や引継ぎを十分に行うとともに、家庭と連携を図りなが

ら切れ目なく支援する。 
 

○「春の青少年健全育成運動」（３月１５日～４月３０日）の趣旨を踏ま

え、家庭、地域及び関係機関等との連携を図り、児童生徒の健全育成を

一層推進する。 

 

○進学等の理由からスマートフォン等を所持することになる児童生徒が増

えることから、県ネットリテラシー向上教材を活用するなど、改めて情

報モラルについての指導を徹底し、ＳＮＳ等のインターネット上のトラ

ブルや性被害・性犯罪の未然防止を図る。 
▶ ネットリテラシー向上教材 - 群馬県教育委員会 各課発行・提供資料  (gsn.ed.jp) 

 

○児童生徒の健全育成、問題行動等の未然防止が図られるよう、「万引防止

プログラム（小学校）」、「非行防止プログラム（中学校）令和２年度改

訂」、セーフネット標語「おぜのかみさま」を活用するなど、事前指導の

徹底を図る。 
 ▶ 問題行動対策資料 - 群馬県教育委員会 各課発行・提供資料  (gsn.ed.jp) 

 

○中学校の部活動においては、生徒の健康や体力に配慮するとともに、「適

正な学校部活動の運営に関する方針（改定）」、「中学校・高等学校運動

部活動指導資料」、「部活動における重大事故防止のための安全対策ガイ

ドライン」に基づいて適切な指導を行う。また、部活動等での登下校にお

ける安全指導の徹底を図る。 
 ▶ 健康体育課 - 群馬県教育委員会 各課発行・提供資料  (gsn.ed.jp) 

 

○児童生徒や保護者などの悩みや相談を広く受け止めることができるよ

う、ワンストップ相談窓口『心と学びのサポートセンター「つなぐん」』

の周知を図る。 
 ▶ 相談窓口等資料 - 群馬県教育委員会 各課発行・提供資料  (gsn.ed.jp) 

 

 

 

https://gunma-boe.gsn.ed.jp/wysiwyg/file/download/506/5974
https://gunma-boe.gsn.ed.jp/cb5189a52e719b24596b0c5e596c33df/%E7%94%9F%E5%BE%92%E6%8C%87%E5%B0%8E%E4%BF%82%E9%96%A2%E4%BF%82%E8%B3%87%E6%96%99/%E3%83%8D%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%AA%E3%83%86%E3%83%A9%E3%82%B7%E3%83%BC%E5%90%91%E4%B8%8A%E6%95%99%E6%9D%90
https://gunma-boe.gsn.ed.jp/cb5189a52e719b24596b0c5e596c33df/%E7%94%9F%E5%BE%92%E6%8C%87%E5%B0%8E%E4%BF%82%E9%96%A2%E4%BF%82%E8%B3%87%E6%96%99/%E5%95%8F%E9%A1%8C%E8%A1%8C%E5%8B%95%E5%AF%BE%E7%AD%96%E8%B3%87%E6%96%99
https://gunma-boe.gsn.ed.jp/41737321dd0d802a8af64e840acaee01/page_20251218005350/page_20251218005810
https://gunma-boe.gsn.ed.jp/41737321dd0d802a8af64e840acaee01/page_20251218005350/page_20251218005810
https://gunma-boe.gsn.ed.jp/cb5189a52e719b24596b0c5e596c33df/%E7%94%9F%E5%BE%92%E6%8C%87%E5%B0%8E%E4%BF%82%E9%96%A2%E4%BF%82%E8%B3%87%E6%96%99/page_20240104020040
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○ＰＴＡや地域の関係者と連携し、校区及び隣接地区のパトロールを実施

するなど、犯罪被害や問題行動の防止のための指導・援助に努める。  

 

○不安や悩み等を抱える児童生徒については、必要に応じて休業中も本人

や保護者と連絡を取り合うなどして、問題が深刻化しないよう努める。  

 

○保護者に休業中の児童生徒の見守りを依頼するとともに、心配な様子が

見られる場合は、家庭訪問・電話等により、連絡を密に取り、関係機関と

連携して家出や無断外泊等の防止のための指導・援助を行う。  

 

〇家出が疑われるケースなど児童生徒が所在不明となった場合には、保護

者に対して警察への届出を促すとともに、速やかに所轄警察と連携して

対応に当たる。 
 

学 
 
年 
 
始 
 
め 

 

○児童生徒ができるだけ早く新しい学級や学校になじめるよう、学級にお

ける指導を中心とした人間関係づくりの工夫に取り組む。 
 

○児童生徒の行動や態度の観察により、実態を的確に把握するとともに、

必要に応じて早期に適切な指導を行う。特に、新年度における児童生徒

の基本的な生活習慣の乱れ等については、家庭との連携を密にし、きめ

細かに指導する。 

 

○新入生については、幼稚園・保育所・認定こども園と小学校、小学校と中

学校、中学校と高等学校の連携を緊密にとったり、新入生オリエンテー

ション等を意図的・計画的に実施したりする。 

 

○新入生は、通学路等の道路環境に不慣れで交通事故に遭いやすいことが

考えられることから、具体的な通学路の危険箇所や事故事例を示すなど

して、交通事故防止のための安全指導を行う。 

 

○児童生徒にとって学年始めは、生活環境や人間関係等の変化により、精

神的動揺が生じやすく自殺者が増える傾向にあることを踏まえ、危険因

子の多く見られる児童生徒の態度に現れる微妙なサイン（自傷行為・ほ

のめかし）を見逃さないよう、全教職員で情報共有する。また、自殺を企

図する兆候が見られた場合には、特定の教職員で抱え込まず、関係機関

との連携を含め、組織的に対応する。 
 ▶ 自殺の危険が高まった生徒への危機介入マニュアル(gsn.ed.jp) 

 ▶ リーフレット「生徒の自殺の危険に気付き速やかな支援につなげるために」(gsn.ed.jp) 

 

○保護者が把握した児童生徒の不安や悩み等に対し、学校と家庭が連携し

てきめ細かに取り組む。 
 

 

 

https://gunma-boe.gsn.ed.jp/wysiwyg/file/download/507/4068
https://gunma-boe.gsn.ed.jp/wysiwyg/file/download/507/4069

